
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、所属の支部組合又は本部までお問合せ下さい。 

佐賀県建設国民健康保険組合(佐建国保) 

新型コロナウイルス感染症の影響で 

令和２年の収入(１月～６月の６ヶ月計×２)

が令和元年と比較して３０％以上減少見込

みの方が対象です。 

ただし、令和元年度の※所得合計が 1,000万円以下の方が

対象となります。 

※収入(売上)から必要経費を引いて残った額が、「所得」です。 

① 収入の減少率が５０％以上見込みの組合員  

➡ ６ヶ月分の保険料減免！ 

② 収入の減少率が４０％以上５０％未満見込みの組合員  

➡ ４ヶ月分の保険料減免！ 

③ 収入の減少率が３０％以上４０％未満見込の組合員  

➡ ２ヶ月分の保険料減免！ 

④ 組合員が感染し、１ヶ月以上入院した場合  

➡ ６ヶ月分の保険料減免！ 


